
報告第１号 

 

 

   令和７年度（２０２５年度）町田市一般会計補正予算（専決第２号）の専決処

分の承認を求めることについて 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

令和８年(２０２６年)１月２６日 

 

                                     提出者  町田市長  石 阪 丈 一 

 



町 専 第 21 号

　令和7年度（2025年度）町田市一般会計補正予算（専決第2号）を別紙のとおり定めることにつき、地方自治法第179条第1項の規定により

専決処分する。

令和8年（2026年）1月19日

東 京 都 町 田 市 長 石　阪　丈　一

令和7年度（2025年度）町田市一般会計補正予算（専決第2号）に関する専決処分書



　令和7年度（2025年度）町田市一般会計補正予算（専決第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７５，０２０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　２１３，５３５，４３３千円とする。

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　

令和8年（2026年）1月19日専決処分

東 京 都 町 田 市 長　　　石　阪　丈　一

令和7年度（2025年度）町田市一般会計補正予算（専決第2号）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　１　表　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

 歳   入

款 項
千円 千円 千円

16. 都支出金 31,711,289 264,686 31,975,975

3. 委託金 1,692,683 264,686 1,957,369

19. 繰入金 12,376,382 10,334 12,386,716

2. 基金繰入金 11,392,801 10,334 11,403,135

213,260,413 275,020 213,535,433

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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 歳   出

款 項
千円 千円 千円

2. 総務費 30,560,681 275,020 30,835,701

4. 選挙費 861,812 275,020 1,136,832

213,260,413 275,020 213,535,433

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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